
 

多摩市ニュータウン再生推進会議の市民委員募集案内 

 

多摩市ニュータウン再生推進会議（以下、「再生推進会議」という。）は、平成２８年３月に

策定した多摩市ニュータウン再生方針（以下、「再生方針」という。）に基づき、ニュータウン

再生の取り組みを推進・支援するため、設置しています。今回、任期の満了に伴い、市民委員

の募集を行います。 

 再生方針において、まちの持続化には若い世代の呼び込みと定住促進の必要性が示されてい

ることから、若者世代及び子育て世代の積極的な応募をお待ちしております。 

 

 

１ 任期 

 令和８年７月１５日から令和１０年３月３１日 

 

２ 募集定員 

３人以内 

 

３ 募集広報 

たま広報（令和８年５月２０日号）及び多摩市公式ホームページにより募集の周知を行う。 

 

４ 募集期間 

令和８年５月２０日（水）～６月１２日（金）まで 

 

５ 謝礼 

 5,800円／日額 

 市が出席を求める会議等への参加１回ごとに上記金額を支払う。 

 

６ 会議回数・時間（予定） 

 ・再生推進会議  

原則、平日の開庁時間うち、２時間程度／回（年２回程度開催予定） 

  ・全体検討チーム会議 

原則、平日の開庁時間うち、２時間程度／回（年２回程度開催予定） 

   

 

 

 



７ 応募資格 

以下の条件の全てに適合する者は､応募の資格を有する。 

(１) 多摩市の多摩ニュータウン再生に関心があり、再生の推進に意欲を持って積極的に参

画する意思があること。 

(２) 年齢が令和８年７月１５日時点において満１８歳以上で、募集締切りの日において次

のいずれかに該当する者 

   ① 多摩市に住所を有する者 

   ② 多摩市に存する事業所に勤務している者 

   ③ 多摩市に存する学校に在籍している者 

(３)  令和８年７月１５日において、多摩市が設置する他の審議会等の委員に委嘱されて

いないこと。 

(４) 多摩市の審議会等における委員としての在任期間が、令和８年７月１５日において、

通算して８年を超えないこと。 

 

８ 応募要領 

 応募は文書によるものとし、様式は任意とする。 

応募書類には以下の事項を記載することを要する。 

（１） 氏名 

 （２） 市長が定める委嘱日（令和８年７月１５日現在）における年齢及び生年月日 

 （３） 性別 

 （４） 現住所 

 （５） 勤務する事業所の名称と所在地（５応募資格（２）②に該当する方のみ） 

 （６） 在学する学校の名称と所在地（５応募資格（２）③に該当する方のみ） 

 （７） 電話番号その他の連絡先 

（８） Ｅメールアドレス（公式ホームページ内応募専用フォームからの応募者のみ）） 

 

「あなたの思う多摩市のニュータウン再生」を記した小論文を併せて提出すること。小論

文は 1,000字以上 2,000字以下で原稿用紙、ワープロ等、文字数の確認が容易な形式で作成

し、日本語により記述したものを対象とする。なお、文字数の算定は記載された文字の数の

みで行い、段落や段落替えによる空欄は文字数として算入しない。 

応募書類の提出方法は、以下のいずれかの方法で応募すること。 

① 直接持参 

（市役所東庁舎２階 都市計画課窓口 開庁時間平日８時３０分～１７時００分） 

② 多摩市公式ホームページ応募専用フォーム（応募書類受領後４日以内に受領確認メー

ルを送付。受領確認メールがない場合は、要電話連絡。） 

 



９ 審査基準 

（ア）多摩ニュータウン再生推進に対する熱意と責任感並びに市民委員として再生推進会議に

参画する動機（市民感覚・主体性）                    ４０点 

（イ）多摩ニュータウン再生推進に関する提案（実現可能性・新規性・提案性）   ３０点 

（ウ）多摩ニュータウン再生についての理解度（施策に関する理解）        ２０点 

（エ）文章表現・構成・字数（論理性）                     １０点 

審査委員５人で、１人につき１００点を上限に採点を行い、各委員の得点の合計点が３００点

以上（５００点満点の６０％）の者を市民委員選考対象者とする。 

市民委員選考対象者から小論文を基準に、性別比率、年齢構成を勘案して市民委員候補者を選

出する。 

 

１０ 選出結果の公表 

 審査結果は､選考結果の確定後に応募者全員に書面で通知するとともに、公式ホームページ

で合格者名を速やかに公表する。 

 

１１ 選考委員会の構成 

 市民委員の選考にあたっては、選考の公平・公正・透明性の確保の観点から、選考委員会を

設置する。選考委員会は、企画政策部長、企画政策部企画課長、都市整備部長、都市整備部

都市計画課長、都市整備部住宅担当課長の職の者をもって構成する。 

 

１２ 問合せ先及び応募書類提出先 

   〒206-8666 東京都多摩市関戸 6-12-1 

   多摩市役所 都市整備部 都市計画課 ニュータウン再生係 

   電話    042-338-6959 


